
建設業退職金共済証紙購入及び貼付状況の確認について 

 

 建設業退職金共済制度は、建設現場で働く労働者の福祉対策の一環として設けられたもので、建設

労働者の福祉の向上を図るうえで極めて重要な制度です。このため、当企業団では建設業者に対し、

建設業退職金共済制度の加入及び証紙購入など制度運用を図るため、平成２３年１０月１日から建設

工事請負契約に際し、下記要領で建設業退職金共済証紙の購入及び貼付状況の確認を行うことといた

しました。 

 

１ 契約時における共済証紙購入状況の確認について 

  １件当たりの請負契約金額が５００万円以上の工事請負契約を締結した場合は、建設業退職金共

済組合の発注用掛金収納書を貼付した「建設業退職金共済証紙購入状況報告書（別途指定様式によ

る。）」を契約締結後１ヵ月以内に工事発注課に提出してください。 

 

２ 共済証紙の適正購入について 

 （１）工事現場ごとの対象労働者及び当該労働者の就労日数を的確に把握し、必要枚数を購入して

ください。 

 （２）的確な把握が困難である場合は、建設業退職金共済機構が定めた「共済証紙購入の考え方に

ついて」を参考として活用してください。 

    なお、機構が定めた考え方を参考とする際には、工事現場ごとの労働者の建設業退職金制度

への加入率の把握に努めてください。 

 

３ 共済証紙貼付状況の確認について 

 （１）建設業退職金共済証紙購入状況報告書を工事発注課に提出した元請業者は、越谷・松伏水道

企業団工事執行規則第２５条に基づく「工事しゅん工届（第６号様式）」を工事発注課に提出

する際に、自社及び全ての下請業者の「建設業退職金共済証紙貼付状況実績報告書（別途指定

様式による。）」を取りまとめて、工事発注課に提出してください。 

 （２）建設業退職金共済証紙貼付実績報告書は、工事案件ごとに、また請負業者ごと（全ての下請

業者を含む。）に作成してください。 

 

４．注意事項 

 （１）建設業退職金共済制度の対象となる労働者を使用する場合は、建設業退職金共済組合に加入

して証紙を購入し、当該労働者の共済手帳に証紙を貼り付けてください。 

 （２）工事請負契約を締結した業者は、「建設業退職金共済制度工事適用事業主現場」の標識（シー

ル）を現場事務所に掲示し、対象となる労働者への周知を図ってください。 

 （３）工事の一部を下請業者に施工させる場合には、建設業退職金共済制度の趣旨を説明し、下請

業者が雇用する制度対象労働者に係る共済証紙を購入して現物により交付するか、又は掛金相

当額を下請代金に算入するなどして、本制度の促進に努めてください。 

 （４）下請業者の規模が小さく、建設業退職金共済制度に関する事務処理能力が十分でない場合に

は、元請業者においてできる限り、貼付事務等の受託に務めてください。 

 （５）工事に従事する労働者については、賃金を払う都度、雇用日数に応じた共済証紙を共済手帳

に貼付してください。また、労働者の便宜を図るため、工事現場事務所での貼付に努めてくだ

さい。 

 （６）元請業者は、５００万円未満の工事についても共済証紙の購入、貼付に努めるとともに、下

請業者についてもこれらの指導をしてください。 

（７） 共済証紙の受払いを明確にするため、共済証紙受払簿及び共済手帳受払簿を備えてください。 

 （８）証紙費用については、設計価格の積算において、“法定福利費”に計上されています。 
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